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市 の 人 口●129,005人（−82人）
市の世帯数●56,719世帯（0世帯）
平成29年3月1日現在（ ）は2月との増減

64
品
種
約
2
0
0
本
の
サ
ク

ラ
が
楽
し
め
る
相
模
が
丘
仲

よ
し
小
道

※新聞を購読されている方には、�新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み　申込専用電話　1046（252）8684（市政戦略課）
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス　70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中

　
　
市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
4
月
1
日
か
ら
紙
お
む
つ
等
育
児
用

品
支
援
事
業
「
ざ
ま
り
ん
す
く
す
く
ギ
フ
ト
」
を
開
始
し
ま
す
。

　
同
事
業
は
、経
済
的
な
不
安
か
ら
出
産
を
た
め
ら
う
方
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
に
、

カ
タ
ロ
グ
の
中
か
ら
1
万
円
分
の
育
児
用
品
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　
育
児
中
の
方
の
負
担
に
配
慮
し
、
自
宅
に
い
た
ま
ま
、
商
品
の
注
文
と
受
け
取
り

が
で
き
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

担
当�

子
ど
も
政
策
課
　
☎
0
4
6（
2
5
2
）8
0
2
5

�

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

担当� 市大凧まつり実行委員会事務局（商工観光課内）　☎046（252）7604　5046（255）3550

5 月 4 日（木）・ 5 日（金）は��　　　座間市大凧まつり伝統

対
　
象

支給までの流れ

支
給
内
容

商
品
内
容

　市内在住で平成29年 4月 1日以後に
出生した 0 歳児の保護者

　市役所 2階子ども政策課で配布する「紙おむつ等育児用品支給申請書」（市ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を記入し、〒252−8566座間市役所子ども政策課宛てに郵送
または直接担当へ
※20日までに申請した場合は翌月にカタログと注文書が届きます。

　カタログと注文書が自宅に届く

　注文書に希望商品を記入し、郵送またはファクスで指定先へ
　※15日までに注文した場合は同月中に商品が届きます。

　希望商品が自宅に届く　※住民登録地以外へは届きません。

注文・商品に関する問い合わせ
ざまりんすくすくギフト問い合わせ先　 0120（8910）76（電話）　 0120（7800）86（ファクス）

▼

▼

▼

　カタログに掲載された紙おむつ各種
と約40種類の育児用品から 1万円分以
内を選択（子ども一人につき 1回）

　紙おむつ、おしりふき、母乳パッド、
ベビーソープ・ローション・パウダー、
哺乳瓶、体温計、おしゃぶり、クール
まくら、除菌おしぼり、綿棒他

ざまりん

紙
お
む
つ
等
育
児
用
品
支
援
事
業

す
く
す
く
ギ
フ
ト
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市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
や

障
が
い
児
の
た
め
に
手
当
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

【
児
童
扶
養
手
当
】

○
対
　
象　

離
婚
、
死
亡
（
公

的
年
金
受
給
者
は
除
く
）
、

遺
棄
な
ど
に
よ
っ
て
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
な
ど

〇
申
請
方
法　

直
接
担
当
へ

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

○
対
　
象　

知
的
障
が
い
ま
た

は
身
体
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父

　

市
で
は
、
在
宅
の
身
体
・
知

的
障
が
い
者
の
日
常
生
活
を
手

助
け
す
る
た
め
に
、
次
の
助
成

制
度
の
申
請
受
け
付
け
を
開
始

し
ま
す
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
（
自
動
車
燃
料

給
油
）
利
用
券

〇
対
　
象　

座
間
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
在
宅
の
方

・
身
体
障
が
い
者
（
視
覚
障

が
い
者
・
肢
体
不
自
由
で
上

肢
２
級
の
み
を
除
く
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は

内
部
障
害
の
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
）

・
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手

帳
Ａ
1
・
Ａ
2
ま
た
は
知
能

指
数
35
以
下
）

・
指
定
難
病
罹
患
者
ま
た
は

小
児
慢
性
特
定
疾
病
罹
患
者

〇
交
付
枚
数　

申
請
月
か
ら
平

成
30
年
3
月
ま
で
の
月
数
×

千
円
（
5
0
0
円
券
2
枚
）

〇
申
請
方
法　

本
人
ま
た
は
代

理
人
が
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、特
定
医
療
費（
指

定
難
病
）
医
療
受
給
証
小
児

慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者

証
の
い
ず
れ
か
と
印
を
持
っ

て
直
接
担
当
へ

母
な
ど

〇
申
請
方
法　

直
接
担
当
へ

※
い
ず
れ
も
支
給
要
件
と
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
事
前
相
談
の
受
付
時
間
は
午

前
8
時
30
分
～
正
午
、
午
後
1

時
～
4
時
で
す
。

※
相
談
に
は
時
間
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
。

【
住
所
変
更
を
す
る
方
は
忘
れ

ず
に
届
出
を
】

　

住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、

同
居
の
家
族
構
成
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
な
ど
は
届
け
出
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
届
け
出
が
な

理
髪
券
・
美
容
助
成

　

外
出
が
困
難
な
障
が
い
者
が

自
宅
で
理
容
・
美
容
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
場
合
な
ど
の
費
用
の

一
部
を
次
の
通
り
支
給
し
ま
す
。

〇
対
　
象　

座
間
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
身
体
障
が
い
者

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
）
お
よ
び
知
的
障
が
い
者

（
療
育
手
帳
Ａ
1
・
Ａ
2
ま

た
は
知
能
指
数
35
以
下
）
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

在
宅
の
方

①
65
歳
未
満
で
障
が
い
に
よ

る
寝
た
き
り
の
方

②
平
成
28
年
度
（
平
成
27
年

分
）
の
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方

※
生
活
保
護
受
給
者
は
支
給

対
象
外
で
す
。

○
助
成
内
容　

▽
①
の
対
象
者

＝
出
張
券
（
5
7
0
0
円
×

４
枚
）
▽
②
の
対
象
者
＝
助

成
券
（
２
千
円
×
６
枚
）

○
申
請
方
法　

５
月
31
日（
水
）

ま
で
に
、
本
人
ま
た
は
代
理

人
が
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
療
育
手
帳
、
印
を
持
っ
て

直
接
担
当
へ

在
宅
の
精
神
障
が
い
者
へ
の
助
成

　

市
で
は
、
バ
ス
回
数
券
、
福

ひ
と
り
親
家
庭
や

障
が
い
児
の
た
め
の
手
当

在
宅
の
障
が
い
者
へ
の

各
種
助
成
制
度
申
請
受
け
付
け
を
開
始

担
当�

子
ど
も
育
成
課
　
☎
0
4
6（
2
5
2
）7
2
0
1

�

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

担
当�
障
が
い
福
祉
課
　
☎
0
4
6（
2
5
2
）7
9
7
8

�

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

祉
タ
ク
シ
ー
（
自
動
車
燃
料
給

油
）
利
用
券
、
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
券
の
い
ず
れ
か
を
次
の
通

り
交
付
し
ま
す
。

〇
対
　
象　

座
間
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
と
自
立
支
援
医

療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）

の
両
方
を
持
つ
在
宅
の
方

〇
支
給
す
る
も
の　

▽
1
級
＝

バ
ス
回
数
券
、
福
祉
タ
ク
シ

ー
（
自
動
車
燃
料
給
油
）
利

用
券
の
い
ず
れ
か
一
つ　

▽

2
・
3
級
＝
バ
ス
回
数
券
、

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
い

ず
れ
か
一
つ

※
身
体
・
知
的
障
が
い
者
で

福
祉
タ
ク
シ
ー
（
自
動
車
燃

料
給
油
）
利
用
券
の
対
象
で

も
あ
る
方
は
、
そ
れ
ら
も
含

め
て
い
ず
れ
か
一
つ
の
選
択

に
な
り
ま
す
。

○
交
付
枚
数　

▽
福
祉
タ
ク
シ

ー
（
自
動
車
燃
料
給
油
）
利

用
券
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

券
＝
申
請
月
か
ら
平
成
30
年

3
月
ま
で
の
月
数
×
千
円（
5

　

０
０
円
券
2
枚
）
▽
バ
ス
回

数
券
＝
申
請
月
か
ら
平
成
29

年
3
月
ま
で
の
月
数
×
１
冊

（
千
円
分
）

○
申
請
方
法　

本
人
ま
た
は
代

理
人
が
精

神
障
害
者

保
健
福
祉

手
帳
、
自

立
支
援
医

療
受
給
者

証
（
精
神
通
院
）
、
印
を
持

っ
て
直
接
担
当
へ

い
場
合
は
手
当
の
支
給
が
差
し

止
め
と
な
る
事
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
額
の

変
更

　

８
月
に
振
り
込
ま
れ
る
手
当

（
４
～
７
月
分
）
か
ら
支
給
金

額
の
変
更
が
あ
り
ま
す
。

○
支
給
額
（
月
額
）　

▽
児
童

扶
養
手
当
（
本
体
額
）
＝
4

万
2
2
9
0
円
～
9
9
8
0

円　

▽
児
童
扶
養
手
当
（
第

2
子
加
算
額
）
＝
9
9
9
0

円
～
5
千
円　

▽
児
童
扶
養

手
当（
第
3
子
以
降
加
算
額
）

＝
5
9
9
0
円
～
3
千
円　

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
1

級
）
＝
5
万
1
4
5
0
円
▽

特
別
児
童
扶
養
手
当（
2
級
）

＝
3
万
4
2
7
0
円

　

市
で
は
、
心
身
障
が
い
者
へ

手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

〇
対
　
象　

４
月
１
日
現
在
で

１
年
以
上
市
内
在
住
し
、
施

設
に
入
所
し
て
い
な
い
65
歳

未
満
（
昭
和
27
年
4
月
2
日

以
降
生
ま
れ
）
の
方
で
次
の

要
件
を
全
て
に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
、
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２

ま
た
は
知
能
指
数
35
以
下
、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の

い
ず
れ
か
を
取
得
し
て
い
る

・
平
成
29
年
度
（
平
成
28
年

分
）
市
民
税
非
課
税
世
帯
で

生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

・
神
奈
川
県
在
宅
重
度
障
害

者
等
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

心
身
障
害
者
手
当
申
請受

け
付
け
を
開
始

担
当�

障
が
い
福
祉
課
　
☎
0
4
6（
2
5
2
）7
9
7
8

�
5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

当
、
特
別
障
害
者
手
当
・
経

過
的
福
祉
手
当
い
ず
れ
も
受

給
し
て
い
な
い

○
手
当
額　

年
額
１
万
５
千
円

○
申
請
方
法　

7
月
31
日（
月
）

ま
で
に
本
人
ま
た
は
代
理
人

が
各
種
障
害
者
手
帳
、
印
、

預
金
通
帳
を
持
っ
て
直
接
担

当
へ
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担当　健康づくり課 　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０ 

7０１２０（８６７）８６０（通話料無料）
※つながらない場合は1０３（５５２４）８５００へ、
聴覚障がい者は専用ファクス5０３（３５６２）８４３５へ
（通話・通信料発信者負担）。
担当 医療課　1０４６（２５２）７２９５　5０４６（２５２）７０４３

座間市２４時間健康電話相談2

広報ざま【座間市のお知らせ】No.１０２４　　平成２９年（２０１７年）４月１日●3

の発達について　対象＝おおむね７～８カ月児と
その保護者（離乳食が２回食の赤ちゃん）　定員
＝２０人（申込順）　持ち物＝母子健康手帳、ティ
ースプーン、抱っこひもなど　申込方法＝電話予
約

とき＝４月１８日（火）午後０時３０分～１時３０分　
ところ＝市民健康センター　対象＝平成２８年１２月
生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査
を実施しています。対象者には個人通知をします
ので、あらかじめ医療機関に電話連絡の上、母子
健康手帳を持参し受診してください。

◆内科　とき＝対象者に通知　ところ＝指定医療
機関　対象＝平成２７年９月生まれ
◆歯科　とき＝４月１２日・１９日いずれも水曜日午
前９時３０分～１０時３０分受け付け　ところ＝市民健

康センター　対象＝平成２７年８月生まれ

とき＝４月２６日（水）午後１時～２時受け付け　
ところ＝市民健康センター　内容＝歯科健診、育
児相談、予防処置（希望者のみ、有料）など　対
象＝平成２７年３月生まれ　持ち物＝母子健康手帳、
歯ブラシ

とき＝４月１１日（火）午後１時～２時　ところ＝
市民健康センター　対象＝平成２５年１０月生まれ　
持ち物＝母子健康手帳

とき＝４月１７日（月）午前９時３０分～１０時３０分受
け付け　ところ＝市民健康センター　内容＝身体
測定、尿検査、血圧測定、体脂
肪測定と相談、禁煙相談（１カ
月以内に禁煙を始めたい方が対
象、要予約）　持ち物＝健康手
帳　参加方法＝直接会場へ

とき＝①４月５日（水）②１４日（金）午後１時１５
分～２時１５分受け付け（時間厳守）　ところ＝市
民健康センター　対象＝①平成２８年９月生まれ②
平成２８年１０月生まれ（対象者には個人通知）と対
象月に受けられなかった１歳未満児

とき＝①４月７日②１４日いずれも金曜日午前９時
３０分～１０時３０分受け付け　ところ＝①東地区文化
センター②市民健康センター　内容＝身体測定と
食事・発育・育児の相談　持ち物＝母子健康手帳
　参加方法＝直接会場へ

とき＝４月２１日（金）午前１０時～１１時３０分（受け
付けは午前９時５０分まで）　ところ＝市民健康セ
ンター　内容＝離乳食の作り方・すすめ方、子ど
もの発達や予防接種について　対象＝おおむね５
～６カ月児とその保護者　定員＝２０
人（申込順）　持ち物＝母子健康手
帳、ティースプーン、抱っこひもな
ど　申込方法＝電話予約

とき＝４月２１日（金）午後２時～３時３０分（受け
付けは午後１時２０分～１時４５分）　ところ＝市民
健康センター　内容＝離乳食のすすめ方、子ども

救急診療 担当　医療課　1０４６（２５２）７２９５　5０４６（２５２）７０４３

受付時間診療場所電話番号診療科目
月曜～金曜日 　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝・休日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内　科

午後６時～１０時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６（２５１）０１１９でご確認ください。外　科
月曜～金曜日 　　：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝・休日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３
小児科

（外科系を除く）

◆夜　間

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内科・外科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯　科

午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス1０４６（２５１）０１１９でご確認ください。
耳鼻咽喉科・
婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３
小児科

（外科系を除く）

◆休日（日曜日・祝日）昼間

※聴覚障がいのある方の問い合わせ先　5１１９
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

受付時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６（２５１）０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

◆深　夜

もぐもぐ教室

２歳児歯科健康診査

３歳６カ月児健康診査

健康相談

４カ月児健康診査

８～１０カ月児健康診査

１歳６カ月児健康診査

ＢＣＧ接種

育児相談

赤ちゃん教室

　市では、保健・助産・看護・
准看護師（以下、看護職）の
育成を目的に奨学金貸付制度
を実施しており、養成施設卒
業後に一定期間看護職を継続
した方は償還が免除になります。詳しくは、
担当にお問い合わせください。
○募集期間　４月３日（月）～２８日（金）
○募集人数　５人程度
○選考方法　書類審査および面接（面接日は
５月１３日（土）を予定）
○貸付額　授業料相当額（上限月額３万円）
○貸付期間　申請月から養成施設卒業まで
○償還免除条件　養成施設卒業の翌月から奨
学金貸付期間と同期間を継続して市内医療
機関で看護職に従事
○申込方法　市役所１階医療課で配布する申
請書（市ホームページからダウンロード 
可）に必要事項を記入し、住民票の写し（申
請者が未成年の場合は法定代理人の住民票
の写しを追加）、連帯保証人二人分の住民
票の写しおよび所得証明書（１年度分）、
入学証明書または在学証明書、授業料を証
明する書類、履歴書を添えて書留で〒２５２－
８５６６座間市役所医療課宛てに郵送（必着）
または直接担当へ
担当 医療課

1０４６（２５２）７２９５　5０４６（２５２）７０４３

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
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　市指定医療機関で人間ドックを受検する方に１万円を上限とする助成（原則、事前申請による
助成券の交付）を行っています（年度内の特定健診と重複受診不可）。指定医療機関については、
担当にお問い合わせください。

人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククククククククククククククククククククククククク受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成

○対象　以下の全てを満たす方
　�４月１日から受検日まで継続して国民健康

保険に加入している
　�４０～７４歳（年度内に４０歳に達する方を含む）
　�世帯が国民健康保険税および市税を滞納し

ていない
　�受検結果の提供に同意できる（保健指導な

どに利用予定）

○申込方法　国民健康保険被保険者
証、印を直接担当へ（２週間以内
に国民健康保険税、市税を納付し
た方は領収書などを持参。特定健康診査の案
内（６月中に送付）が届いた後に申し込む場
合は、同封の特定健康診査受診券も持参）

担当 国保年金課
1０４６（２５２）７６７２　5０４６（２５２）７０４３
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忘れずに「水道の使用開始・中止手続き」

防災情報配信サービス

粗大ごみの出し方

生ごみ処理機などの
購入費助成の一部増額

ご協力ください
「小型家電のボックス回収」

　転入、転出などによって水道の使用を開始・中止するときは、「水道料金お客様センター」
への申請が必要です。電話、ファクス、郵送または直接、申請・問い合わせ先へ申請してく
ださい（市ホームページから電子申請可）。
　水道の使用を中止する場合は、 5 日前までの連絡が必要となります。使用中止の連絡がな
いと、水道の使用がない場合でも料金がかかるのでご注意ください。
　申請には、水栓番号が必要となる場合があるので、玄関外側上部などに添付されている緑
色で長方形のシールの番号を事前にご確認ください。
　また、使用者や納入者の名義が変わる場合、福祉減免の資格がなくなった場合、長期間水
道を使用しない場合にも申請が必要となり
ます。詳しくは、申請・問い合わせ先へお
問い合わせください。
申請・問い合わせ先
　水道料金お客様センター　☎046（266）
5520　5046（266）5524
○住　所　〒252−0021　座間市緑ケ丘一丁

目 1 番26号
○営業時間　午前 8 時30分〜午後 8 時（12

月30日〜翌年 1 月 3 日を除く）

　水道料金および下水道使用料は、 2 カ月に 1 度請求しています。納め忘れの心配がな
い、便利で安全な口座振替とクレジットカード払いをご利用ください。
◆口座振替
　市役所 2 階経営総務課や取扱金融機関などで配布する預金口座振替依頼書に必要事項
を明記し、取扱金融機関へ申請してください。取扱金融機関の確認や市内に支店がない
取扱金融機関を希望する方は、申請・問い合わせ先へお問い合わせください。
　口座振替の振替日は、検針月の翌月 7 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です。
◆クレジットカード払い
　パソコンやスマートフォンなどから「Yahoo! 公金支払い」にアクセスして、クレジ
ットカード払いを利用することができます（水道料金お客様センター内のパソコンを利
用できます）。
　 1 回の請求金額が10万円を超える場合は、クレジットカード払いが利用できないので
ご注意ください。
　利用可能なクレジットカードなど、詳しくは、申請・問い合わせ先へお問い合わせく
ださい。
　
担当 経営総務課　☎046（252）8541　5046（257）4155

　市では、いざという時に備えて、地震や風水害などの情報を電子メールやインターネット
などを通じて配信しています。
　登録方法など、詳しくは、担当へお問い合わせください。
※登録料などは無料ですが、通信費などがかかる場合があります。
市緊急情報いさまメール

　登録者へ地震情報、建物火災、不審者情報などの緊急情報を電子メールで配信しています。
　携帯電話やスマートフォン、パソコンなどのメールアドレスがあれば、どなたでも利用で
きます。
○登録方法　右図の二次元バーコードを利用するか座間市緊急情報サービス

（www.anshin-bousai.net/zama/）にアクセスし、案内に従って登録
市公式ツイッター

　市公式ツイッター（twitter.com/Zama_City）では、行政情報や災害情
報、緊急情報を配信しています。
　スマートフォンやパソコンなどで市公式ツイッターをフォローすると自動で情報が入手で
きる他、アラート（警報）機能を設定するとハイライト表示（強調された表示）されるなど、
情報を得やすくなります。
Yahoo! 防災速報

　スマートフォンなどのアプリケーションと電子メールで地震・避難・豪雨情報などを配信
しています。
○登録方法　▽スマートフォン・タブレット＝Yahoo! 防災速報（http://emg.yahoo.co.
　jp/）にアクセスしアプリケーションをダウンロード▽携帯電話・パソコン＝Yahoo! 防災

速報にアクセスし「Yahoo! JAPAN ID」を取得後にメール版に登録
音声自動応答サービス

　防災行政無線では、地震・台風・洪水情報などを放送していますが、放送内容が聞こえな
かったときやもう一度確認したいときに電話で確認できる「音声自動応答サービス」を実施
しています。
音声自動応答サービス　 0120（673）679　
担当 危機管理課　☎046（252）7395　5046（252）7773

　一辺が50センチメートル以上、 2 メートル以内
で100キログラム以下（一部を除く）のごみは粗
大ごみとして扱い、事前に申込・問い合わせ先へ
の申し込みが必要です（市ホームページから電子
申請可）。
　一度に出せる粗大ごみは、 5 点までで、出す際
には、市役所地下 1 階売店や市内のコンビニエン
スストアなどで販売する「座間市証紙（粗大ごみ）」
（ 1 枚500円）の添付が必要です。
　申し込みから収集までは、 1 週間程度かかるの
で、余裕をもって申し込んでください。詳しくは、
申込・問い合わせ先へお問い合わせください。
○出せるもの　大型の机・たんす・ソファーなど、

面積の大きいじゅうたん・布団など
○出せないもの　テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソ

コンなど
申込・問い合わせ先
　粗大ごみ受付専用ダイヤル　☎046（252）7560
○受付時間　午前 8 時30分〜午後 5 時（土曜・日

曜日、祝・休日を除く）

担当 資源対策課
☎046（252）7659　5046（252）7616

　ごみの減量・再資源化を目的として、電動式生
ごみ処理機および生ごみ堆肥化容器を購入する世
帯に補助金を交付しており、 4 月 1 日から一部の
補助額の上限を引き上げます。
　助成制度を利用するには、事前に電話で担当へ
申し込みが必要です。購入後の申し込みは補助の
対象となりませんのでご注意ください。詳しくは、
担当へお問い合わせください。
電動式生ごみ処理機
○補助額　購入価格の 4 分の 3 （100円未満切り

捨て、上限 5 万円）
生ごみ堆肥化容器
○補助額　購入価格の10分の 9 （100円未満切り

捨て、上限 2 万円）
担当 資源対策課

☎046（252）7985　5046（252）7616

　市では、ごみとして出された小型家電の持ち去
り行為対策として、回収ボックスを設置していま
す。
　小型家電は回収後にリサイクルを行い、貴重な
資源となりますので、ボックス回収にご協力くだ
さい。
※一度回収ボックスへ入れた小型家電を取り出す
ことはできません。
○設置場所　市役所 4 階資源対策課・ 1 階総合受

付前、クリーンセンター、ピアゴ座間店、ノジ
マ座間店

○対　象　携帯電話、スマートフォン、デジタル
カメラ、携帯音楽プレーヤー、携帯型ゲーム機
他
※個人情報が含まれる製品は消去してから回収
ボックスへ入れてください。
担当 資源対策課

☎046（252）7659　5046（252）7616

〒
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ご利用ください口座振替とクレジットカード払い
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市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
に

備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
担
当
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
（
郵
送
可
）
。

　

※
申
請
書
は　

歳
到
達
時
に

２０

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ

る
書
類
の
中
に
も
入
っ
て
い

ま
す
。

猶
予
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納

猶
予
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納

　

追
納
と
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
少
な
く
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
、　

年
以
内

１０

の
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

付
で
き
る
制
度
で
す
。

※
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
期
間
か

ら
３
年
度
目
以
降
に
納
付
す
る

場
合
は
、
経
過
し
た
年
数
に
応

じ
て
一
定
の
加
算
額
が
加
わ
り

ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

▽
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
＝
1
０
５
７
０

（
０
５
）
１
１
６
５
（
Ｉ
Ｐ

電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
1
０

３
（
６
７
０
０
）
１
１
６
５

へ
）
▽
厚
木
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
（
〒
２
４
３－

８

６
８
８
厚
木
市
栄
町
１－

　
１０

－

３
）
＝
1
０
４
６
（
２
２

３
）
７
１
７
１
（
代
表
）

　

市
で
は
、
市
税
な
ど
の
納
付

に
納
め
忘
れ
や
金
融
機
関
な
ど

に
行
く
手
間
の
な
い
口
座
振
替

を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
、
表
２
の
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
振
替
の
申
込
方
法

　

次
の
取
扱
金
融
機
関
に
預 

（
貯
）
金
通
帳
と
通
帳
印
を
持

参
の
上
窓
口
備
え
付
け
の
「
座

間
市
口
座
振
替
申
込
用
紙
」
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
毎
月　

日
ま

１０

で
に
申
し
込
む
と
、
翌
月
の
納

期
限
か
ら
振
替
開
始
と
な
り
ま

す
。
翌
々
月
以
降
の
開
始
を
希

望
す
る
場
合
は
、申
込
用
紙「
振

替
開
始
納
期
限
」
の
欄
に
希
望

納
期
限
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
外
の
取
扱
金
融
機
関
に
は
、

申
込
用
紙
が
あ
り
ま
せ
ん
。
事

前
に
各
担
当
ま
た
は
各
出
張
所

に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
取
扱
金
融
機
関

　

横
浜
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
三
井

住
友
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
埼

玉
り
そ
な
銀
行
、
静
岡
銀
行
、

ス
ル
ガ
銀
行
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信

託
銀
行
、三
井
住
友
信
託
銀
行
、

神
奈
川
銀
行
、静
岡
中
央
銀
行
、

八
千
代
銀
行
、横
浜
信
用
金
庫
、

平
塚
信
用
金
庫
、
城
南
信
用
金

庫
、
さ
が
み
農
業
協
同
組
合
、

中
央
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
、
郵
便
局

表１　振替種目と振替日一覧
振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日

３月
末日

２月
末日

１月
末日

１２月
２５日

１１月
末日

１０月
末日

９月
末日

８月
末日

７月
末日

６月
末日

５月
末日

４月
末日

４期３期２期１期固定資産税・都市計画税

４期３期２期１期市・県民税（普通徴収）

全期軽自動車税

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期国民健康保険税

３月２月１月１２月
※１１１月１０月９月８月７月６月５月４月市営住宅使用料

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期介護保険料

１２期１１期１０期９期
※１８期７期６期５期４期３期２期１期児童ホーム手数料

（児童ホーム保育料）

１２期１１期１０期９期
※１８期７期６期５期４期３期２期１期保育所保護者負担金

（保育所保育料）

９期８期７期６期
※１５期４期３期２期１期後期高齢者医療保険料

※１　納期限は、取扱金融機関の１月最初の営業日です。

表２　担当

○固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税について 収納課 1０４６（２５２）８０２１
○国民健康保険税について 国保年金課　 1０４６（２５２）７００３
○市営住宅使用料について 建築住宅課 1０４６（２５２）７０３２
○介護保険料について 介護保険課 1０４６（２５２）７７１９
○児童ホーム手数料について 子ども育成課 1０４６（２５２）７９６９
○保育所保護者負担金について 保育課 1０４６（２５２）７２０２
○後期高齢者医療保険料について 医療課 1０４６（２５２）７２１３

担担担担担担担担担担担
当当当当当当当当当当当

収収収収収収収収収収収
納納納納納納納納納納納
課課課課課課課課課課課

11111111111
00000000000
44444444444
66666666666（（（（（（（（（（（
22222222222
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22222222222
）））））））））））88888888888
00000000000
22222222222
11111111111

55555555555
00000000000
44444444444
66666666666（（（（（（（（（（（
22222222222
55555555555
55555555555
）））））））））））33333333333
55555555555
55555555555
00000000000

　

国
内
に
居
住
す
る　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
の
全
て
の
人
は
国
民

６０年
金
に
加
入
し
、
国
民
年
金
の

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
保
険

料
を
納
め
る

こ
と
で
次
の

よ
う
な
年
金

を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き

ま
す
。

　●
 

老
後
を
支
え
る「
老
齢
年
金
」

　●
 

病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
状

態
に
な
っ
た
場
合
の
「
障
害
年

金
」

　●
 

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

の
、
子
や
配
偶
者
を
対
象
と
し

た
「
遺
族
年
金
」

国
民
年
金
保
険
料
の
金
額
（
平

成　

年
度
）

２９
▽
第
１
号
被
保
険
者
の
場
合
＝

月
額
１
万
６
４
９
０
円

※
外
国
籍
の
方
は
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
の　

歳
到
達
に
よ
る

２０

案
内
通
知
が
２
〜
３
カ
月
程
遅

れ
て
送
付
さ
れ
ま
す
。
加
入
や

支
払
い
に
関
す
る
相
談
は
問
い

合
わ
せ
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

保
険
料
の
支
払
い
が

保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合
は

困
難
な
場
合
は

　

学
生
納
付
特
例
制
度
、
納
付

猶
予
制
度
な
ど
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
未
納
を
防
ぎ
年
金
の
受

給
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
支
払
い
が
困
難
な
場
合

は
年
金
事
務
所
ま
た
は
担
当
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は

　

大
学
、
短
期
大
学
、
専
修
学

校
お
よ
び
各
種
学
校
、
そ
の
他

の
教
育
施
設
な
ど
の
在
学
期
間

中
に
保
険
料
の
支
払
い
が
猶
予

さ
れ
る
制
度
で
す
。

○
対　

象　

学
生
で
、
本
人
の

前
年
所
得
が
１
１
８
万
円
以

下
の
方

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

年

金
手
帳
（
持
っ
て
い
る
方
）、

新
年
度
有
効
の
学
生
証
（
コ

ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学
証
明

書
、
印
（
本
人
が
書
類
に
署

名
す
る
場
合
は
不
要
）

納
付
猶
予
制
度
と
は

納
付
猶
予
制
度
と
は

　

収
入
の
減
少
や
失
業
等
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経

済
的
に
難
し
い
と
き
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

○
対　

象　

「
申
請
者
本
人
」

「
申
請
者
の
配
偶
者
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が　

万
５７

円
以
下
の
方
、
失
業
・
倒
産
・

担担担担担担担担担担担
当当当当当当当当当当当

国国国国国国国国国国国
保保保保保保保保保保保
年年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金金
課課課課課課課課課課課
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00000000000
44444444444
66666666666（（（（（（（（（（（
22222222222
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22222222222
）））））））））））77777777777
00000000000
44444444444
33333333333

　

公
共
下
水
道
は
、
河
川
な
ど

の
水
質
を
保
全
し
、
周
辺
環
境

の
改
善
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
こ
の
公
共
下
水

道
の
機
能
を
十

分
に
生
か
す
た

め
に
は
、
各
世

帯
の
接
続
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

○
新
た
な
供
用
開
始
区
域　

小

松
原
一
丁
目
、
相
武
台
二
丁

目
、
入
谷
五
丁
目
、
南
栗
原

五
丁
目
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部

※
詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

接
続
は
市
民
の
義
務
で
す

接
続
は
市
民
の
義
務
で
す

　

下
水
道
法
で
は
、
公
共
下
水

道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合

に
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
土
地
の

下
水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
排
水
設
備

を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

未
接
続
世
帯
の
方
は
、
お
早

め
に
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で

工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で

　

公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
区
域
の
方
は
、

く
み
取
り
便
所
は
３
年
以
内
に
、 

浄
化
槽
の
場
合
に
は
遅
滞
な
く

排
水
設
備
工
事
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
下
水
道
法
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
工
事
は

自
費
で
、
市
指
定
の
工
事
店
で

な
い
と
施
工
で
き
ま
せ
ん
の
で
、 

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

助
成
・
貸
付
制
度
の

助
成
・
貸
付
制
度
の

ご
利
用
を

ご
利
用
を

　

市
で
は
、
助
成
制
度
と
貸
付

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

○
対　

象　

公
共
下
水
道
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
日

か
ら
３
年
以
内
に
工
事
す
る

方
【
助
成
制
度
】 

　●
 

く
み
取
り
便
所
の
改
造
工
事

（
く
み
取
り
口
１
カ
所
に
つ
き

１
万
円
）

　●
 

家
屋
が
２
戸
以
上
あ
る
私
道

内
に
、
排
水
設
備
を
設
置
す
る

工
事
（
工
事
費
の
３
分
の
２
以

内
の
額
）

【
貸
付
制
度
】

　●
 

住
宅
を
公
共
下

水
道
に
接
続
す
る

た
め
の
排
水
設
備

工
事
費
で
限
度
額

　

万
円（
無
利
子
）

５０※
貸
付
制
度
取
扱
金
融
機
関
に

つ
い
て
は
、
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

担担担担担担担担担担担
当当当当当当当当当当当

下下下下下下下下下下下
水水水水水水水水水水水
道道道道道道道道道道道
施施施施施施施施施施施
設設設設設設設設設設設
課課課課課課課課課課課
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歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20

公
共
下
水
道
区
域
が
広
が
り
ま
す

市
税
な
ど
の
納
付
は
便
利
で

安
全
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

市
税
な
ど
の
納
付
は
便
利
で

安
全
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

公
共
下
水
道
区
域
が
広
が
り
ま
す

　

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20



担
当　

市
交
通
安
全
対
策
協
議
会（
市
民
協
働
課
内
）　

1
０
４
６
（
２
５
２
）
８
１
５
８　

5
０
４
６
（
２
５
５
）
３
５
５
０
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午（受け付けは午前１１時３０分まで） 
内容＝壊れたおもちゃの修理（修理
できない物もあります）　対象＝小
学生以下（保護者同伴）　定員＝２０
組（先着順）　費用＝無料（部品代
など一部実費負担）　参加方法＝当
日直接同館へ
◆ふれあい自然科学クラブ「見て・
触れて・感じてみよう！」

とき＝４月２３日（日）～平成３０年３
月４日（日）（全１０回程度で原則と
して土曜または日曜日、夏休み期間
は平日開催あり）　ところ＝市公民
館、県立座間谷戸山公園、県内施設
など　内容＝ネイチャーゲーム、ホ
タル観察、アユ友釣り体験など　対
象＝小学生と保護者　定員＝１５組（多
数抽選）　参加費＝一組２千円（材
料費など）※その他入場料など実費
負担あり。　持ち物＝筆記用具など 
申込方法＝４月１３日（木）までに電
話、ファクスまたは直接同館へ
◆おはなし会
とき＝毎週水曜日①午前１０時３０分～
１１時②午前１１時～１１時３０分③午後３
時３０分～４時　内容＝「おはなしぐ
るーぷ　さくらんぼ」による絵本の
読み聞かせ、手遊び※①②ちいさな
ちいさなおはなし会（赤ちゃんから
３・４歳くらいまでの子と親）③子
どもおはなし会（幼児から小学生ま
で）　入場＝自由
◆わらべうた
とき＝毎月第３水曜日午前１０時３０分
～１０時５０分　内容＝「わらべうたサ
ークル　こんぺいとう」によるわら
べうたなど　入場＝自由
◆子育てサロン～ばぶちゃん＆ちょ
ろちゃんRoom（０歳～未就園児
向け）

とき＝毎月第１・３金曜日午前１０時
～正午　内容＝子育てサークル「ア
クティヴ・ママ」による、「乳幼児
を抱えるママと子どもが気軽に集え
て情報交換・お茶・おしゃべり」が
できる場　入場＝自由
◆子育てサロン～ばぶちゃんRoom
（０歳～よちよち歩きの子向け）

とき＝毎月第２金曜日　内容＝子育
てサークル「アクティヴ・ママ」に
よる、「乳幼児を抱えるママと子ど
もが気軽に集えて情報交換・お茶・
おしゃべり」ができる場　入場＝自
由
◆子育てサロン～ツインズRoom
とき＝毎月第２水曜日午前１０時～午
後１時　内容＝子育てサークル「ア
クティヴ・ツインズ」による子育て
サロン、「双子ちゃん（三つ子ちゃ
ん）とそのファミリーが情報交換・
お茶・おしゃべり」ができる場　入
場＝自由

目指せ！骨☆元気

とき＝４月２５日（火）①午前９時３０
分②午前１０時③午前１０時３０分　とこ
ろ＝市民健康センター　内容＝骨健
康度測定、測定後の結果説明と生活・
栄養の話※素足で測定するので、脱
ぎやすい靴下で参加ください。また、
足が冷えていると測定できない場合
があります。　対象＝２０歳以上で、
１年間で一度も骨密度を測ったこと
のない方（骨に関し医療機関に受診
中（内服中）の方を除く）　定員＝
各１０人（申込順）　参加費＝３００円（資
料代）　持ち物＝筆記用具、健康手
帳（持っていない方には当日発行） 
申込方法＝４月２０日（木）までに電
話で担当へ（時間の指定はできませ
ん）
担当 健康づくり課

1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

ざま市民朝市

とき＝４月９日・２３日いずれも日曜
日午前７時～売り切れ次第終了。雨
天決行　ところ＝市役所ふれあい広
場（雨天時は市役所１階アトリウム） 
販売品＝地場産野菜、農産物加工品、
肉、花き、市特産品など　持ち物＝
買い物袋
担当 農政課

1０４６（２５２）７６０１　5０４６（２５５）３５５０

「さつきの花の美しさを 
楽しみませんか」

とき＝４月２３日（日）午前９時３０分
～正午　ところ＝市公民館２階会議
室　内容＝座間さつき会がサツキの
花の咲かせ方、樹のつくり方を教え
ます※道具などは用意しています。 
対象＝どなたでも　定員＝２０人（申
込順）　参加費＝無料　申込方法＝
４月１４日（金）までに電話、ファク
スまたは直接担当へ　
担当 生涯学習課

1０４６（２５２）８４７６　5０４６（２５２）４３１１

♪今月のロビーコンサート♪
「トリオ～うららかな春の響き～」

とき＝４月１２日（水）午後０時３０分
～０時５０分　ところ＝市役所１階市
民サロン　曲目＝幻想曲「さくらさ
くら」　演奏者＝テノール　岡嶋晃
彦さん　フルート　堀田千秋さん　
ピアノ　尾藤尚美さん　
担当 生涯学習課

1０４６（２５２）８４７６　5０４６（２５２）４３１１

�

◆公民館おもちゃ病院
とき＝４月１５日（土）午前１０時～正

市公民館
1０４６（２５５）３１３１　5０４６（２５２）２７７６
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お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則として祝・休日や年末年始を除く月曜～金曜日の午前８時３０分～
午後５時１５分にお願いします。なお、ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記して下さるようお願いします。

教育委員会４月定例会

とき＝４月１２日（水）午前９時３０分
～　ところ＝市役所５階教育委員会
室※傍聴や議題について詳しくは、
担当にご確認ください。
担当 教育総務課

1０４６（２５２）８３４７　5０４６（２５２）４３１１

移動図書館ひまわり号巡回日程

▼ひばりが丘南児童館＝１日・１５日
午後２時３０分～３時３０分▼東原第３
公園＝５日・１９日午前１０時３０分～１１
時３０分▼東原共同住宅８号棟前＝１３
日・２７日午前１０時３０分～１１時３０分▼
カーサ相模台Ｈ号棟前＝１４日・２８日
午前１０時３０分～１１時３０分▼小松原１
丁目児童遊園地＝６日・２０日午前１０
時３０分～１１時３０分▼東原小学校＝１４
日・２８日午後２時５５分～３時４５分▼
相模野小学校＝１９日午後２時５５分～
３時４０分▼中原小学校＝１２日午後２
時５０分～３時４０分▼栗原小学校＝２１
日午後２時４５分～３時３５分▼入谷小
学校＝１３日・２７日午後２時５０分～３
時４０分
担当 図書館

1０４６（２５５）１２１１　5０４６（２５２）５７０４

危険物取扱者試験受験準備講習会

とき＝５月１４日（日）午前９時３０分
～午後５時　ところ＝サニープレイ
ス座間（総合福祉センター）　対象
＝乙種４類および丙種受験者　定員
＝５０人（申込順）　受講料＝９，４００円
（テキスト代含む、申込時に納付） 
申込方法＝担当および東・北分署に
備え付けの申請書に必要事項を記入
し、４月７日（金）～５月１２日（金）
午前１０時～午後４時に直接担当へ持
参
担当 消防本部予防課

1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

交通事故件数

平成２９年１月１日～２月２８日
（物件事故を含まず）

 

�

�

◆不登校を語る会
　「座間不登校を語る会」と協力し、
不登校で悩んでいる子どもと親の語
る場を提供しています。ほんの少し勇
気を出して足を運んでみませんか？
とき＝毎月第４木曜日午後５時～７
時　内容＝不登校児を持つ親の話を
聞くなど　参加方法＝当日直接同セ
ンターへ
◆いきいき会「絵手紙体験で春を描
く」

とき＝４月２０日（木）午前１０時～正
午　対象＝どなたでも　参加方法＝
当日直接同センターへ
◆「春だ！パワーポイントをやって
みよう」

とき＝５月１４日・２１日・２８日いずれ
も日曜日午前９時３０分～午後０時３０
分（全３回）　内容＝パワーポイン
トの始め方、プロジェクターへのつ
なぎ方、発表の仕方などを学ぶ　講
師＝座間市パソコンサポートクラブ 
対象＝市内在住・在勤者　定員＝１６
人（多数抽選）　参加費＝１，６００円（テ
キスト代など）　持ち物＝筆記用具 
申込方法＝４月２３日（日）までに電
話またはファクス、直接同センター
へ

�

◆ひがしのだんだんリビング
とき＝４月７日（金）午前９時４５分
～１１時３０分　内容＝乳幼児を持つ保
護者の交流、仲間作りの場　参加方
法＝時間内に、親子で直接同センタ
ーへ
◆日曜科学教室Ａ
とき＝４月１６日、５月２１日、６月１８
日いずれも日曜日午前９時３０分～正
午　内容＝テーマは「背骨のある動
物たち」　対象＝小学１年～４年生
（保護者も可）　参加費＝１回一人
５００円（テキスト代他）　持ち物＝筆
記用具　申込方法＝４月１４日（金）
までに電話、ファクスまたは直接同
センターへ
◆サマーアイランド実行委員募集
　毎年恒例の青少年のお祭り「サマ
ーアイランド」の実行委員を募集し
ます。小・中学生、高校生の皆さん、
サポート役の大人の参加をお願いし
ます。
【第１回子ども・おとな実行委員会】
とき＝５月２０日（土）午後１時３０分
～４時　内容＝夏に行う祭りの企画、
準備、運営（イベントまでの間、月
１・２回集まります。）　対象＝小
学５年生以上　定員＝３０人（申込順） 

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１　5０４２（７４７）８５４２

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１　5０４６（２５３）０７８９

負傷者死者件数
７９０６５２９年
８１０６８２８年
－２０－３増減
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回）」「合唱を通してみなさまと　
元気！笑顔！健康の輪！（全４回）」 
問い合わせ先＝詳しくは、ホームペ
ージ（http://sagamachi.jp/）ま 
たは1０４２（７４７）９０３８（さがまちコン
ソーシアム事務局）へ
○やさしい山登り教室
とき＝５月１３日（土）午前１０時～午
後５時　ところ＝町田市民フォーラ
ム　内容＝机上学習、２０日（土）は
実践　対象＝どなたでも　定員＝１５
人（申込順）　参加費＝千円（資料
代）　 申込方法＝� machida.grouse. 
alpine.club@gmail.comまたは5 

０３（６８６８）６９２３（町田グラウス山の会）
へ
○大人のための英会話、韓国語入門
講座
とき＝５月２０日～７月１５日毎週土曜
日（韓）午後６時～７時（英）午後
７時３０分～８時３０分　ところ＝サニ
ープレイス座間　内容＝見て聞いて
話す。基礎から学ぶ入門講座　対象
＝どなたでも　定員＝１５人（申込順） 
参加費＝６千円（全８回）　申込方
法・問い合わせ先＝1０９０（６４８９） 
２８０３（国際文化交流協会　前田）へ
※平日の午前１０時～午後５時。

申込方法＝５月１２日（金）までに電
話またはファクス、直接同センター
へ
◆子どもおはなし会
とき＝毎週水曜日午前１１時～１１時３０
分　内容＝「おはなしサークルたん
ぽぽ」による絵本の読み聞かせ、パ
ネルシアター、紙芝居など　入場＝
自由

�

◆君もめざせオリンピック「チャレ
ンジ子ども卓球」

とき＝４月３０日（日）午後１時３０分
～３時４５分　内容＝卓球のラケット
の持ち方、基本動作を学び簡単な対
戦ができるようになる　対象＝市内
在住の小学２年～６年生　定員＝２０
人（多数抽選）　参加費＝無料　持
ち物＝室内用運動靴、タオル、飲み
物、自分のラケットがあれば持参　
申込方法＝４月１７日（月）必着で、
往復はがき（１枚に一人）に氏名（ふ
りがな）、学校名、学年、住所、電
話番号、「チャレンジ子ども卓球」
参加希望と明記の上同センターに郵
送または必要事項を記入したメモに
返信用はがきを添えて直接持参

�

◆スポーツ一日レッスン「親子でバ
ドミントン」

とき＝５月６日（土）午前９時３０分
～１１時３０分（午前９時開場）　とこ
ろ＝大体育室　内容＝ウオーミング
アップ、基本練習、親子対抗ダブル
スゲーム　対象＝小学生と保護者（小
学生のみは参加不可）　定員＝３０組
（申込順）　参加費＝５００円（二人一
組）　持ち物＝運動のできる服装、
室内用運動靴、タオル、バドミント
ンラケット（持っている方）　申込
方法＝参加費を添えて直接スカイア
リーナ座間へ（現金の取り扱いは午
後５時まで）※電話予約可、ただし
１週間以内に手続きしてください。

�

◆座間歌曲祭２０１７～第１回日本歌曲
コンクール

第１次予選＝４月１７日（月）・１８日
（火）午前１１時～午後７時（予定） 
第２次予選＝４月２０日（木）午前１１
時～午後７時　本選＝４月２３日（日）
午後２時～５時、聴衆者賞発表、城
守香さんミニコンサートは午後５時
２０分頃を予定、表彰式は午後６時３０
分～７時３０分※本選観覧者の皆さん
の投票で、「聴衆者賞」を決定。　
審査員＝声楽家　小松英典さん他　
入場＝自由

�

◆緑地保全基金へ
▽２１，２７２円＝公益社団法人　神奈川

青少年センター
〒２５２－００２３立野台１－１－４

1０４６（２５３）８４１１　5０４６（２５９）２１６３

スカイアリーナ座間
1０４６（２５５）００７７　5０４６（２５５）１１８８

ハーモニーホール座間
1０４６（２５５）１１００　5０４６（２５２）８７８７

善意のともしび 
（敬称略） 

県宅地建物取引業協会相模南支部
◆交通安全対策基金へ
▽５万円＝スーパーＤ’ステーショ
ン座間店
◆市内小学校へ
▽ランドセルカバー１，２００枚＝座間 
ロータリークラブ

�

○日曜科学教室Ｂ
とき＝毎月第３日曜日午後１時３０分
～４時３０分　ところ＝東地区文化セ
ンター　内容＝「大気圧」など実験
を交えた楽しい科学の授業　対象＝
小学４年生以上　参加費＝一人千円、
家族二人目からは５００円（テキスト代
他）※教材により変更あり。　持ち
物＝筆記用具　申込方法＝1０４６ 
（２５６）１７４０（榎本）へ
○第２１回座間市美術サークル美術展
とき＝４月５日（水）～８日（土）
午前１０時～午後４時３０分　ところ＝
ハーモニーホール座間（市民文化会
館）　内容＝市内を中心に活動して
いる四つのサークルによる絵画、版
画の展示　入場＝自由　問い合わせ
先＝1０４６（２５３）０８０９（松本）へ
○体験 自彊術

きょう

とき＝４月１５日（土）午後１時３０分
～３時　ところ＝東地区文化センタ
ー　内容＝万病克服の健康体操療法
を体験　対象＝病気予防を心がけた
い方や病弱な方　定員＝３０人（申込
順）　参加費＝３００円（資料代他）　
申込方法・問い合わせ先＝ 1０９０ 
（４９６４）９０４３（ＺＡＭＡ生涯学習ボラ
ンティア研究会　清水）へ
○専門家による相続・遺言など暮ら
しの無料相談会

とき＝４月１６日（日）午前９時～午
後５時　ところ＝サニープレイス座
間　内容＝行政書士、司法書士、税
理士など専門家による無料相談会　
対象＝どなたでも　定員＝２０人（申
込順）　申込方法＝7０１２０（６６）７８３０ 
（合同相談会実行委員会）へ
○第６回東日本復興支援「チャリテ
ィコンサート」

とき＝４月２２日（土）午後２時～（午
後１時３０分開場）　ところ＝東地区
文化センター　内容＝歌、ピアノな
ど　定員＝２００人（先着順）　費用＝
無料※募金をお願いします。　問い
合わせ先＝1０９０（２６３５）２３４０（サロン
ＺＡＭＡ　伊藤）
○音声訳基礎講座
とき＝５月９日～７月１１日毎週火曜
日午前１０時～正午　ところ＝サニー
プレイス座間　内容＝視覚障がい者
のために市の広報などを録音する音
声訳技術を学ぶ　対象＝講座終了後
「泉の会」へ入会できる方　定員＝
１５人（申込順）　参加費＝無料　申
込方法＝1０４６（２６６）２００２（ボランテ
ィアセンター）へ
○朗読会
とき＝５月７日（日）午後１時～３
時　ところ＝東地区文化センター　

みんなの広場 

内容＝芥川龍之介「鼻」他　入場＝
自由　問い合わせ先＝1０９０（２２１６） 
３０９８（山本）へ
○小学生初心者水泳教室
とき＝５月１３日～２７日毎週土曜日午
前８時３０分～９時３０分　ところ＝協
栄スイミングクラブ座間　内容＝レ
ベルに合った水泳指導　対象＝市内
の小学１年～６年生　定員＝各日程
５０人（多数抽選）　参加費＝無料（別
途１００円保険料他）　申込方法＝詳し
くは、同クラブホームページ（http: 
//www.kyoeisc.com/zama/zam 
a_index.html）を確認してください 
問い合わせ先＝1０４６（２６６）０３４５（協
栄スイミングクラブ座間）へ
○初心者ダンス教室
とき＝５月２０日、６月３日いずれも
土曜日午後１時～２時　ところ＝協
栄スイミングクラブ座間　内容＝レ
ベルに合ったダンス指導　対象＝市
内の４歳～中学生　定員＝各日程１０
人（多数抽選）　参加費＝無料（別
途１００円保険料他）　申込方法＝詳し
くは、同クラブホームページ（http: 
//www.kyoeisc.com/zama/zam 
a_index.html）を確認してください 
問い合わせ先＝1０４６（２６６）０３４５（協
栄スイミングクラブ座間）へ
○さがまちコンソーシアム「さがま
ちカレッジ」参加者募集中
　暮らしに役立つ内容や社会的な課
題など、身近な話題をテーマに講座
を開催します。是非ご参加ください。
講座＝「街並みスケッチ講座（全３

４月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。
と　こ　ろと　　　き区　分

1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午と
午後１時～３時３０分（第２水曜日（１２日）は午後のみ）

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
受付1０４６（２５２）８２１８
市役所１階相談室
※３日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき１回（２５分
以内）、その他の相談
は一人３０分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

毎月第２・第３・第４火曜日
午後６時～８時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日
午後１時３０分～４時３０分

１１日夜
１２日　
１８日夜
１９日　
２５日夜
２６日　

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分２０日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１３日
２０日

行 政 書 士
（相続・成年後見）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時１８日交 通 事 故
毎月第４金曜日午後１時３０分～４時３０分２８日税 理 士

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２７日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（１３日まで受け付け）１４日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と

市 民 一 般
午後１時～５時１５分 担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午前９時～１１時３０分１１日人権擁護委員
（近隣問題など）

市役所１階
広聴人権課

毎週月曜・火曜・水曜・金曜日午前９時～正午と
午後１時～５時１５分ドメステ ィ ック

バイオレンス
担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３

市役所４階
４－３会議室

偶数月第３火曜日午後１時３０分～４時（電
話予約制。１７日までに（公社）かながわ住
まいまちづくり協会1０４５（６６４）６８９６へ）

１８日住 ま い 探 し
（ 高 齢 者 ）

担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談　毎月第３木
曜日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階障がい福祉課毎週月曜日午後１時～５時と水曜・金曜日午前９時～

手話通訳設置
正午 担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７９７８ 5０４６（２５２）７０４３

ふれあい会館２階会議室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時２０日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４
市役所２階子ども政策課

1０４６（２５２）８０２６
毎週月曜～金曜日午前９時～１１時３０分と
午後１時～４時３０分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前９時３０分～１１時３０分と
午後１時～４時（予約制（電話可））母子・父子家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育
1０４６（２５９）２１６４毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ

ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４
毎週月曜～金曜日午前９時～正午　　　　　　　 市役所５階教育指導課
午後１時～４時（予約制（電話可））　担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

就 学
（障がい児対象）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　ざまりんホー
ムページが新し
くなったよ。
　市ホームペー
ジに入口がある
から見てね。
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座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番１号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）
☎046（255）1111（代）　5046（255）3550　URL http://www.city.zama.kanagawa.jp/　　http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/
◆開庁時間　月曜～金曜日（祝・休日と年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
　※第2・第4土曜日の午前中も一部業務を行っています。
　問い合わせは､ 特に記載がなければ、開庁時間内にお願いします。 検索検索座間市ホームページ

広報広報広報広報

　大凧まつりの会場で開催する「第33回わんぱく相撲座間場所」の出場者
を募集します。
○と　き　 5 月 4 日（木）午前 8時30分～午後 4時
○ところ　相模川グラウンド特設土俵（雨天時は座間小学校体育館）
○対　象　市内または市近郊に在住・在学する小学生の男子
○定　員　180人（申込順）
○申込方法　 4 月22日（土）までに座間青年会議所ホームペ
ージ（http://zama-jc.or.jp/）の申込フォームから申し込
むか、同ホームページから申請書をダウンロードし必要事
項を記入の上、〒252－0024座間市入谷 5－1858－ 1 座間青
年会議所事務局宛てに郵送（必着）またはファクス（5046
　(254)2828）で提出
○問い合わせ先　座間青年会議所わんぱく相撲実行委員会（実行委員長　
井上隼人）☎090(5755)6382
担当 商工観光課　☎046(252)7604　5046(255)3550

　「広報ざま」に市内の出来事や風景などを記事
にして掲載するための取材活動や写真撮影、原稿
作成などをしてくれる方を募集します。　
○募集人数　 3 人
○応募資格　20歳以上の市内在住者
○委嘱期間　 5 月中旬～平成30年 3 月31日（掲載は一人につき年 3回程度）
○謝　礼　年額 1万円
○選考方法　書類審査、面接
○応募方法　必要事項を記入した市販の履歴書（写真貼付）、「私の好き
な座間」をテーマにした写真 1枚（組写真は 3枚まで。カラープリント
でＬサイズ）と説明文（200～300字程度）を、 4月14日（金）までに本
人が担当に持参
担当 市政戦略課　☎046(252)8321　5046(255)5090

　食生活を通じて健康づくりを推進するボラ
ンティアの養成講座を開催します。講座の 8
割を受講した方には修了証書を交付し、食生
活改善推進員として活動してもらいます。
○と　き　 6 月15日（木）午後 2時～ 4時、
6月29日・ 7月27日・ 8月24日・12月21日
いずれも木曜日午前10時～午後 2時、 9月
21日（木）午前10時～正午、10月12日（木）
午後 1時30分～ 4時、11月 2 日（木）午前
10時～午後 4時、11月30日（木）午後 1時30分～ 4時、平成30年 1 月18
日（木）午後 2時～ 4時
　※別途、 2時間の講座が 7～11月間に 1回あります。
○ところ　市民健康センター
○内　容　食生活改善・公衆衛生に関する知識と実践技術の習得
○対　象　継続して出席可能で意欲が高く、講座受講完了後ボランティア
として活動可能な方
○定　員　20人（申込順）
○受講料　無料（材料代など一部実費）
○申込方法　 5月31日（水）までに電話または直接担当へ
担当 健康づくり課　☎046(252)7225　5046(255)3550

　あすなろ大学は、受講生が組織する「あすなろ会」が企画運営する、シ
ニアの生涯学習です。自主的な学習文化活動や調べ学習、地域での仲間作
りに関心のある方は、ぜひ説明会にお越しください。開講期間は、 5月19
日～平成30年 3 月 9 日毎週金曜日午後 1時30分～ 3時30分を予定していま
す。
○と　き　 4 月21日（金）午後 1時30分～ 3時30分
○対　象　60歳以上で、東地区文化センターでの講座に出席できる方
○申込方法　 4月21日（金）までに電話、ファクスまたは直接担当へ
担当 東地区文化センター　☎046(253)0781　5046(253)0789

　相模が丘 6－ 4多目的広場（相模
中学校北側）に隣接する市有地に、
ストレッチ器具やぶら下がり器具な
どの健康遊具を設置した広場が完成
し、4月1日から利用を開始します。
皆さんの健康福祉増進に役立てるこ
とを目的としているので、ぜひご利
用ください。

担当 福祉長寿課　☎046(252)8247　5046(252)8238

　市写真連盟が、より素晴らしく家族・風景写真を撮る方法をお伝えしま
す。デジタルカメラとデジタルカメラの説明書（持っている方）を持参し
てください。写真に関する相談も承ります。
○と　き　 4 月14日（金）午前10時～午後 2時
○ところ　市役所 1階　市民サロン
○参加方法　当日直接会場へ
担当 生涯学習課　☎046(252)8476　5046(252)4311

　 5 月31日（水）に開催するチャレンジデーに向けて日頃から運動する習
慣をつけるために、 4・ 5月を「チャレンジデー強化月間」とします。チ
ャレンジデー本番に向けて、意識的に体を動かしましょう。

チャレンジデーとは
　毎年 5月の最終水曜日に開催する、笹川スポーツ財団主催の住民総
参加型スポーツイベントです。ほぼ同じ人口規模の自治体同士が、運
動した住民の「参加率」を競い合います。参加方法は簡単で、運動し
たことを当日市へ報告（一人 1回のみ）することで参加完了となりま
す。市内で15分間以上継続して運動した方はどなたでも対象となり、
ウオーキングや犬の散歩、ボール遊びなどの運動でも参加できます。

対戦自治体が米沢市に決定
　市と参加率を競い合う自治体が「山形県米沢市」に決定しまし
た。米沢市の人口は82,734人（ 2月 1 日現在）で、チャレンジデ
ーの成績は 0勝 1敗です。
※市の人口は129,087人（ 2月 1日現在）で、成績は 0勝 2敗です。

担当 スポーツ課　☎046(252)8177　5046(255)3550

広場にある健康遊具
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